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　定例会９月議会で財政経営課より提出された
「令和２年度決算・収入未済額集計表」をもとに収入未済額の合計を
「各会計別」に集計し、年度別に表にしました。その中で、
一般会計については、収入未済額 4億 5,625万円 の内訳も表にしました。
　令和２年度の収入未済額は、全会計で合計額が 12億 4,118万円 となり、
平成 23年度 と比較して１０年間で 1 5 億 6,140万円減らしているのです。
滞納額である収入未済額（12億 4,118 万円）の内訳は、 
（令和２年度での未納分 3億 5,390万円 ＋滞納繰越分 8億 8,728万円）です。
＊収入未済額とは（税金・料金等の滞納分）のことです＊

　志摩市はこれまで、令和２年度までの間に、破産又は倒産、
死亡等を理由とした回収の可能性が極めて低い債券については、
不納欠損を行っていました。このたび、
定期監査で「不納欠損を行った債権は、議会の債権放棄を
得ておく必要があるのではないか」との指摘を受けました。
　その後、担当各課では法令の正確な解釈を確認し
「税外債権管理検討会」へ情報共有を行い、債権放棄が必要である

債権について、市全体で調査を行いました。
各課が市役所の弁護士（総務部副参事 ）と協力し、
地方自治法等法令により、「議会での債権放棄を得たうえで、
不納欠損処分を行う」との解釈に基づき、今回９月議会に、　
「債権の放棄について」の５議案が提出され、
最終日の本会議において、志摩市議会として初めてとなる、
債権の放棄を認める決議を行いました。


